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項  目 内                容 

第１章 総 則 

 

 変更なきにつき省略 

 

第 2 章 作業条件 

 

 変更なきにつき省略 

 

第 3 章 作業内容 

 

変更なきにつき省略 

 

第 4 章 打合せ 
（打合せ) 

第 4-1 条 

 
 

共通仕様書第 1-10 条による打合せについては、主として次の段階で行うものとす
る。また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。 

初 回 作業着手の段階 WEB 会議 
第２回 中間打合せ（現地調査（定点調査）計画作成時） 
第３回 中間打合せ（機能診断評価時） 
第４回 中間打合せ（機能保全計画（案）検討時） 
最終回 報告書原稿作成段階 

第２回、最終回打合せ場所は、関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務
所（千葉県柏市根戸４７１－６５）で行うものとするが、第３回及び第４回の打
合せ場所は霞ヶ浦用水土地改良区（茨城県下妻市北大宝２１９－８）とする。 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、打合せ記

録簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するも

のとする。 
ただし、調査基準価格を下回る価格で契約した場合においては、上記に定める

打合せを含め、受注者の責により管理技術者の立会いの上で打合せ等を行うこと

とし、設計変更の対象とはしない。 
その際、管理技術者は、共通仕様書第 1-11 条に定める業務計画書に基づく業

務工程等の管理状況を報告しなければならない。 
 

第 5 章 成果物 
 

 変更なきにつき省略 
 

第 6 章 契約変更 
 

変更なきにつき省略 
 

第 7 章 業務管理 
 

変更なきにつき省略 
 

第 8 章 定めなき事項 
 

変更なきにつき省略 
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別紙１【調査対象施設諸元一覧表】 
  

施設名称・対象

構造物 

施設延長（規模） 
備考 

構造物の規格・規模等 数量 

明石揚水機場    

 土木施設 【建屋】鉄筋コンクリート造り（地上 1 階地下１階）、

延べ床面積 493.36 ㎡ 

【吸水池】コンクリート矢板製（18.80 m×37.80 m） 

【吐水槽】ＰＣコンクリート 

外径=22.5m,H=32.8m, 

１式  

ポンプ設備 【揚水機】横軸両吸込渦巻型ポンプφ450×３台 １式  

電気設備 

【受変電設備】引込盤、高圧受電盤、変圧器盤 

【動力設備】電動器盤 

【配電設備】低圧配電盤 

【運転操作設備】機側操作盤、補助継電器盤 

1 式 

 

 

 

 ゲート設備 
鋼製ローラーゲート（1.50m×扉高 2.60m）２門 

スライドゲート（1.0m×1.0m）１門 

（―） 

１式 
 

東山田揚水機場    

 土木施設 

【建屋】鉄筋コンクリート造り（地上 1 階地下１階）、

延べ床面積 324.22 ㎡ 

【吸水槽】鉄筋コンクリート製 

23.90m×10.05m 

【吐水槽】ＰＣコンクリート 

外径=22.5m,H=32.8m, 

１式  

ポンプ設備 【揚水機】横軸両吸込渦巻型ポンプφ600×３台 １式  

電気設備 

【受変電設備】引込盤、高圧受電盤、変圧器盤 

【動力設備】電動器盤 

【配電設備】低圧配電盤 

【運転操作設備】機側操作盤、補助継電器盤 

1 式  
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別紙２【機能診断作業項目内訳表】 

作業項目 作業内容 作業実施欄 

Ⅰ.農業用水水利施設（点的構造物） 当初 
第 1 回

変更 

1.業務準備 調査対象施設の周辺の地形、現況、諸施設について調査し、業務実施計画書策

定のために必要な現地調査を行う。 ○ ○ 

2.事前調査 

2-1 資料調査 
施設完成時の設計図書及び施設管理記録、地域特性に係る資料等を収集・整理

し診断評価の基礎材料とする。 ○ ○ 

2-2 問診調査 施設管理者等から日常利用、操作等の不具合・変状個所・事故履歴・補修履歴

等について聞き取り調査を行い、施設機能に関する課題、問題点を把握・整理す

る。 
○ ○ 

3.性能低下要因の推

定 

事前調査及び現地踏査結果を基に、性能低下の推定を行う。また、環境（水質

又は周辺環境）条件による性能低下の可能性があるか推定する。 ○ ○ 

4.現地調査（定点調

査）計画の作成 

事前調査、現地踏査及び施設の重要度等を勘案し、現地調査（定点調査）の範

囲・調査地点の密度及び調査手法を設定する。 ○ ○ 

5.健全度評価 調査結果に基づき、調査単位毎に施設の健全度の判定を行う。 ○ ○ 

6.性能低下予測 性能低下要因推定結果、健全度判定結果等を踏まえ、現況施設の性能判定を行

うとともに、性能管理指標を選定し、現地条件に適合する性能低下予測手法によ

り、性能低下予測を行う。なお、対策実施時期の設定に当たっては施設管理者と

調整するものとする。 

○ ○ 

7.管理水準の設定 性能低下予測の結果を基に、構造の安全率、施設の重要度及び経済性を踏ま

え、各施設の管理水準を設定する。 ○ ○ 

8.機能保全対策の検

討 

対策工法は、水利施設全体が一つのシステムとして要求性能を確保する必要が

あることに留意して検討する。工法の検討の際には、グルーピングされた施設群

毎に性能低下予測の結果を踏まえ、対策の適否、対策工法とその実施時期の組み

合わせ（シナリオ）を検討する。施設の性能低下予測を踏まえ、技術面・経済面・

リスク面でも妥当であると考えられる対策を組み合わせて対策シナリオを複数

作成する。 

○ ○ 

9.機能保全コストの

算定 
対策シナリオ毎に機能保全コストを算定し、比較する。（コスト算定のために

必要な数量計算、設計図面作成を含む。） ○ ○ 

10.機能保全計画（案） 

の策定 

機能保全コストを最小とすることを基本とした上で、施設重要度を踏まえたリ

スクや、環境との調和、維持管理の容易さ等、多様な側面も総合的に検討し、機

能保全計画（案）を策定する。なお、状況監視等を継続する必要があると認めら

れる施設については、経年変化状況把握などのための施設監視計画を作成する。 

○ ○ 

11.点検取りまとめ 各作業項目の成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行う。 ○ ○ 

Ⅱ.施設機械   

1.事前調査 施設の状況や問題点等を把握するために、関係機関から事前に既存資料収集や

聞き取り調査等を行う。これにより、現地での機能診断項目を決定し、健全度評

価や劣化対策等に必要となる情報を収集・整理する。 

なお、資料収集に際しては農業水利ストック情報データベースを活用し、設備

の経歴、使用環境、地域特性等の情報を収集、整理する。 

○ ○ 

2.概略診断評価 概略診断調査の結果から、部位毎及び設備全体の健全度評価を行い、詳細診断

調査の必要性を判断する。 ○ ○ 

3.機能保全対策の検討 

3-1 性能低下予測 

設備を構成する装置・部位毎に対策が必要となる時期や方法を比較検討する

とともに、設備全体としての対策実施の要否、その時期を明らかにすることを目

的として実施する。劣化特性や劣化予測の把握の可否を十分に踏まえて将来予測

（余寿命予測）を行う。 

○ ○ 

3-2 機能保全対策の検

討 

概略診断及び詳細診断の調査・評価結果を踏まえ、当面必要となる機能保全対

策を検討する。また、劣化傾向等を予測し、将来的な劣化対策を検討する。 ○ ○ 

3-3 対策実施シナリオ

の作成 

今後 40 年間に必要となる対策の時期、内容等を予測して、機能保全コストを

算出するために対策範囲・工法とその実施時期の組合せを検討する。 ○ ○ 

3-4 機能保全コストの

算定 

各種診断結果による機能保全コストとして、①当面の整備にかかる費用、②今

後の更新等に必要な費用（想定）、③定期点検に必要な費用を合算し算定する。 
○ ○ 

3-5 機 能 保 全 計 画

（案）の策定 

機能保全コストの最小化に着目するとともに、施設機能の維持、対策実施の合

理性、施設重要度との適合性、リスクの軽減効果、維持管理の容易さ等を総合的

に勘案し機能保全計画（案）を策定する。 
○ ○ 

4.点検取りまとめ 各作業項目の成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行う。 ○ ○ 
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作業項目 作業内容 作業実施欄 

Ⅲ. その他 当初 
第 1 回

変更 

1.農業水利ストック情報

データの作成・登録 

本業務において作成した資料により農業水利ストック情報データベースの入力

及び登録を行う。 ○ ○ 

2.照査 照査計画に基づき、業務の節目毎に照査を実施し、照査報告書の作成を行う。 ○ ○ 

3.歩掛調査 

（施設機械） 

監督職員が配布した施設機械設備機能診断業務実態調査実施要領に基づき作業を

行う。 
― ○ 

4. 歩掛調査 

（コンクリート構造物） 
監督職員が配布した機能診断（調査業務）歩掛調査票記入要領に基づき作業を行う。 ― ○ 
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別紙３【機能診断現地調査作業一覧表】 
 

作業項目 規   格 作業条件 
数 量 

備考 
当初 

第 1 回 
変更 

【現地踏査】      

明石揚水機場  目視調査 １式 １式  

 東山田揚水機場  目視調査 １式 １式  

【現地調査（定点調査）】      

 明石揚水機場 （土木施設）     

近接目視 
変状定量把握、 
スケッチ作成 

機場建屋、吐水槽 50 ㎡ 60㎡ 
H23 
機能診断
実施 

コンクリート強度 
推定調査 

JIS A1155 ９点法 
リバウンドハンマー 

場建屋、吐水槽 ３測点 ４測点  

鉄筋探査 電磁波レーダ法 場建屋、吐水槽 ３箇所 ４測点  

中性化深さ調査 
ドリル法 NDIS 3419 
1 箇所につき３孔実施 場建屋、吐水槽 ３箇所 ４測点  

 東山田揚水機場 （土木施設）     

近接目視 
変状定量把握、 
スケッチ作成 

機場建屋、吐水槽 30 ㎡ 102㎡ 
H23 
機能診断
実施 

コンクリート強度 
推定調査 

JIS A1155 ９点法 
リバウンドハンマー 

場建屋、吐水槽 ４測点 ４測点  

鉄筋探査 電磁波レーダ法 場建屋、吐水槽 ３箇所 ３箇所  

中性化深さ調査 
ドリル法 NDIS 3419 
1 箇所につき３孔実施 場建屋、吐水槽 ３箇所 ３箇所  

【現地調査（診断調査）】      

明石揚水機場 （ポンプ設備）     

  外観調査（概略診断） 

目視・触診・聴音、振動測定

等調査、運転操作を伴う作動

確認 

 ３台 ３台  

 東山田揚水機場 （ポンプ設備）     

  外観調査（概略診断） 

目視・触診・聴音、振動測定

等調査、運転操作を伴う作動

確認 

 ３台 ３台  

明石揚水機場 （電気設備）     

 外観調査（概略診断） 目視・聴音、振動測定等調査  １式 １式  

東山田揚水機場 （電気設備）     

  外観調査（概略診断） 目視・聴音、振動測定等調査  １式 １式  

明石揚水機場 （ゲート設備）     

  外観調査（概略診断） 

目視・触診・聴音、振動測定

等調査、運転操作を伴う作動

確認 

 ― ３門  

 


